
事 務 連 絡       

令和２年 10 月５日 

                                          

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  御中 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

                            

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

   

 

「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査報告書の横断整理の周知について 

 

 

 平成 28 年３月に公表された「学校事故対応に関する指針」（以下「指針」という。）

は、学校事故に関し、事故発生の防止及び事故後の適切な対応に取り組むためのガイド

ラインとして策定されました。指針において、文部科学省は、詳細調査報告書の概要を

基に事故情報を蓄積し、教訓とすべき点を整理した上で、学校、学校の設置者及び都道

府県担当課に周知することにより、類似の事故の発生防止に役立てることとされていま

す。 

この度、文部科学省では、これまでに提出された学校での重大事故に係る詳細調査報

告書について要約し、横断的に俯瞰できるよう整理を行いました。また、今後文部科学

省による教訓のフィードバックの質を高めていくために、詳細調査報告書の記載事項や

記載内容の標準化についても提言しています。 

本資料につきましては、文部科学省ホームページに掲載しておりますので、各学校に

おける今後の事故防止や事故発生後の適切な対応の更なる向上につながりますよう、御

活用をお願いいたします。 

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育

委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対

し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平

成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担

当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して、周知されるようお願いいた

します。 

 

 

 



【『「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査報告書の横断整理』掲載 URL】 

 

○文部科学省ホームページ（学校安全） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/20201005-mxt_kyousei02-1289303_2.pdf 

 

○学校安全ポータルサイト 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/index_publications.html 
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